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規
　
則

◯
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
九

・
健
康
対
策
課
）

◯
秋
田
県
空
き
缶
等
の
散
乱
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
を
定
め

る
規
則
（
一
〇
・
環
境
整
備
課
）

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
九
号

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
規
則

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
五
号
　
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
　
中
「
第

十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、

同
号
中
　
か
ら
　
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
温
泉
の
成
分
等
の
掲
示
の
内
容
の
届
出
を
受
理
す
る
こ

と
。第

十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
温
泉
の
成
分
等
の
掲
示
の
内
容
を
変
更
す
べ
き
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
。

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
温
泉
の
利
用
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
。

第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
温
泉
源
か
ら
温
泉
を
採
取
す
る
者
等
に
対
し
、
温

泉
の
利
用
の
制
限
又
は
危
害
予
防
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

別
表
第
十
五
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
温
泉
の
利
用
の
制
限
又
は
危
害
予
防
の
措
置
の
命

令
に
係
る
聴
聞
を
行
う
こ
と
。

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
温
泉
を
ゆ
う
出
さ
せ
る
目
的
で
土
地
を
掘
削
す
る
者

等
に
対
し
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
。

別
表
中
第
十
五
号
の
二
を
削
り
、
第
十
五
号
の
三
を
第
十
五
号
の
二
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
空
き
缶
等
の
散
乱
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
を
定
め

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
十
号

秋
田
県
空
き
缶
等
の
散
乱
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
を

定
め
る
規
則

秋
田
県
空
き
缶
等
の
散
乱
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
十
九
号
）
第
十

六
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
市
町
村
の
区
域
は
、
横
手
市
、
天
王
町
、
大
潟
村
及
び
象
潟
町
の

区
域
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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